
■雇用失業情勢が厳しい中で、介護、医療、農林、環境等成長分野として期待さ
れている分野における新たな雇用機会を創出するとともに、地域ニーズに応じ
た人材を育成し雇用に結びつけるための事業を実施。  

重点分野雇用創造事業 

 ☆ 重点分野雇用創出事業 

概  要 

☆ 地域人材育成事業 

■成長分野として期待されている分野において、地域の求職者に対し、新   
  たな雇用機会を創出する事業。 
■①介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光、地域社会雇用及びこれら   
  の成長分野を支える基盤としての教育・研究分野、②各地方公共団   
  体が設定する地域の成長分野としてニーズが高い分野に該当する事 
  業が対象。  
■雇用期間は１年以内。 
■事業費に占める新規に雇用した失業者の人件費割合は１／２以上。 

■地域の求職者を新たに雇用した上で、当該労働者に対し、就業に必要な   知
識・技術をOFF-JT(講義等）、OJT(職場実習等）により習得させ、地域ニーズに応
じた人材を育成し、雇用に結びつける事業。 

■上記①の7分野及び各地方公共団体が設定する地域の成長分野としてニーズ
が高い分野に該当する事業が対象。 

■受託した企業、NPO等は、あらかじめ雇用期間中の研修計画を作成。 
  雇用期間は1年以内。 
■事業費に占める新規に雇用した失業者の人件費割合は１／２以上。 
  研修に係る費用はOFF-JT、OJTに要する費用とする。 

■地方公共団体は、基金を財源に、一定の要件を満たす事業を民間企業、NPO、
社会福祉法人等に委託。受託した民間企業等は、求職者を新たに雇い入れ、
事業を実施。人件費を含む事業費は、委託費として支給。 

■未就職卒業者を含む若者の雇用・人材育成や、介護・医療分野の事業を 重
点的に推進。 

【対象期間】 

平成２５年度末まで（地域人材育成
事業は平成２４年度末まで） 

【事業の規模】 

      ４，３００億円 
  （２１年度２次補正 １,５００億円 
   ２２年度予備費  １,０００億円 
      ２２年度補正予算 １,０００億円 
   ２４年度予備費   ８００億円） 
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